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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下一対のワークロールによって鋼板を調質圧延する調質圧延方法において、
　予め圧延前の前記鋼板の各長手位置における平坦度を測定し、前記ワークロールの直下
の鋼板位置に相当する前記平坦度に応じて、前記鋼板の形状を制御するアクチュエータの
設定値を決定し、
　圧延後の前記鋼板の各長手位置における平坦度に基づいて決定される、フィードバック
によるアクチュエータの設定値に対して、圧延前の前記鋼板の各長手位置における平坦度
に基づいて決定される補正値を加えることにより、前記アクチュエータの設定値を決定す
ることを特徴とする調質圧延方法。
【請求項２】
　前記アクチュエータは、ワークロールベンダーであり、
　下記式（１）を満足するように前記アクチュエータの設定値Ｆを決定することを特徴と
する請求項１に記載の調質圧延方法。
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【数１】

【請求項３】
　入側鋼板の幅方向の最大伸び差率が予め設定された閾値を超える場合に限り、式（１）
を満足するように前記アクチュエータの設定値Ｆを決定することを特徴とする請求項２に
記載の調質圧延方法。
【請求項４】
　鋼板を調質圧延する上下一対のワークロールと、
　前記ワークロールに設けられ、前記鋼板の形状を制御するアクチュエータと、
　前記ワークロールの搬送方向上流側に設けられ、予め圧延前の前記鋼板の各長手位置に
おける平坦度を測定する入側平坦度測定装置と、
　前記ワークロールの搬送方向下流側に設けられ、圧延後の前記鋼板の各長手位置におけ
る平坦度を測定する出側平坦度測定装置と、
　前記入側平坦度測定装置によって測定された、前記ワークロールの直下の鋼板位置に相
当する前記平坦度に応じて、前記アクチュエータの設定値を決定する制御装置と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記出側平坦度測定装置によって測定された平坦度に基づいて決定さ
れる、フィードバックによるアクチュエータの設定値に対して、前記入側平坦度測定装置
によって測定された平坦度に基づいて決定される補正値を加えることにより、前記アクチ
ュエータの設定値を決定することを特徴とする調質圧延装置。
【請求項５】
　前記アクチュエータは、ワークロールベンダーであり、
　前記制御装置は、下記式（１）を満足するように前記アクチュエータの設定値Ｆを決定
することを特徴とする請求項４に記載の調質圧延装置。
【数２】
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【請求項６】
　熱間圧延後の鋼板に対して、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の調質圧延方
法によって調質圧延を行うことを特徴とする鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調質圧延方法、調質圧延装置および鋼板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、自動車や飲料缶等に使用される鋼板は、連続鋳造、熱間圧延および冷間圧延
を施され、焼鈍および鍍金工程を経た後に、各々の形に即した加工が行われる。また、熱
間圧延工程後および冷間圧延工程後は、製品の要求に応じて鋼板に軽微な圧下を加えて材
料の品質を整える調質圧延工程が実施される。
【０００３】
　前記した調質圧延工程で制御される品質の一つとして平坦度がある。この平坦度は、鋼
板の幅方向における伸び差率Δε［％］で評価される。また、伸び差率Δεは、一定区間
ｌにおける鋼板の幅方向の伸び差Δｌに基づいて、「Δε＝Δｌ／ｌ」で示され、これに
１０５を乗じた値が「Ｉ－ｕｎｉｔ」という単位で呼ばれている。
【０００４】
　鋼板の平坦度不良は、圧延工程中に幅方向における鋼板の伸び率が揃わないことにより
発生し、平坦度が大きいと、幅方向の伸び差の分だけ鋼板が波打つ現象が発生する。この
ような鋼板は、後のプレス等で不具合を引き起こす他、めっき工程においてもめっきの不
均等を引き起こす。更に、圧延工程において平坦度を上手く制御できない場合、圧延スタ
ンドに鋼板が折り重なった状態で入り込む「絞り込み」という現象も発生する。
【０００５】
　ここで、鋼板の平坦度を制御する一般的な方法としては、例えば圧延後の鋼板の平坦度
を測定する出側平坦度測定装置を設け、それにより測定される平坦度を圧延スタンドにフ
ィードバックしてアクチュエータ（ワークロールベンダー）を動作させるフィードバック
制御が行われている（例えば特許文献１）。
【０００６】
　また、特に熱間圧延後の低圧下率の場合においては、熱間圧延工程、冷却工程および巻
き取り工程における形状（平坦度）の変化を予測し、調質圧延後の形状を最適とするよう
に設定値を決定する圧延制御手法も提案されている（例えば特許文献２，３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第２９６４８８７号公報
【特許文献２】特許第５９７１２９２号公報
【特許文献３】特許第５９７１２９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、例えば特許文献１の手法は、圧延後における平坦度を制御する目的で圧
延を行っているものの、圧延前の鋼板の平坦度が非常に悪い（大きい）場合については想
定していない。また、特許文献２，３の手法は、調質圧延前の形状を想定しているものの
、形状の制御という観点でのみ制御を行っており、絞り込み抑制の観点による制御が行わ
れていない。
【０００９】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、調質圧延工程において、圧延前の鋼板
の平坦度が悪い場合であっても、絞り込みの発生を抑制することができる調質圧延方法、
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る調質圧延方法は、上下一
対のワークロールによって鋼板を調質圧延する調質圧延方法において、予め圧延前の前記
鋼板の各長手位置における平坦度を測定し、前記ワークロールの直下の鋼板位置に相当す
る前記平坦度に応じて、前記鋼板の形状を制御するアクチュエータの設定値を決定するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る調質圧延方法は、上記発明において、前記アクチュエータは、ワー
クロールベンダーであり、下記式（１）を満足するように前記アクチュエータの設定値Ｆ
を決定することを特徴とする。
【数１】

【００１２】
　また、本発明に係る調質圧延方法は、上記発明において、入側鋼板の幅方向の最大伸び
差率が予め設定された閾値を超える場合に限り、式（１）を満足するように前記アクチュ
エータの設定値Ｆを決定することを特徴とする。
【００１３】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る調質圧延装置は、鋼板を
調質圧延する上下一対のワークロールと、前記ワークロールに設けられ、前記鋼板の形状
を制御するアクチュエータと、前記ワークロールの搬送方向上流側に設けられ、予め圧延
前の前記鋼板の各長手位置における平坦度を測定する入側平坦度測定装置と、前記入側平
坦度測定装置によって測定された、前記ワークロールの直下の鋼板位置に相当する前記平
坦度に応じて、前記アクチュエータの設定値を決定する制御装置と、を備えることを特徴
とする。
【００１４】
　また、本発明に係る調質圧延装置は、上記発明において、前記アクチュエータは、ワー
クロールベンダーであり、前記制御装置は、下記式（１）を満足するように前記アクチュ
エータの設定値Ｆを決定することを特徴とする。
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【数２】

【００１５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る鋼板の製造方法は、熱間
圧延後の鋼板に対して、上記発明に係る調質圧延方法によって調質圧延を行うことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、圧延前の鋼板の平坦度に応じて、鋼板の形状を制御するアクチュエー
タの設定値を決定することにより、圧延前の鋼板の平坦度が悪い場合であっても、絞り込
みの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、調質圧延工程において、出側鋼板の平坦度と絞り込み発生の有無との関
係を示すグラフである。
【図２】図２は、調質圧延工程において、入側鋼板の平坦度と絞り込み発生の有無との関
係を示すグラフである。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る調質圧延装置の構成を概略的に示す模式図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係る調質圧延方法、調質圧延装置および鋼板の製造方法について、図面を参照
しながら説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。また、以
下の実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的
に同一のものが含まれる。
【００１９】
　本発明は、鋼板（金属板、金属ストリップ）を製造する調質圧延工程において、鋼板に
発生する二枚噛み込み等の絞り込みを抑制する圧延技術に関するものである。熱間圧延や
冷間圧延後に実施される調質圧延は、鋼板の降伏点挙動の除去、鋼板の平坦度の制御、鋼
板の表面粗さの調整等を目的として行われる。一方、前記したように、調質圧延工程を含
む圧延工程において、鋼板が折れ曲がった状態で圧延機に導入されることにより、鋼板が
二枚噛みの状態で圧延される絞り込みが発生することが、従来からの課題となっていた。
【００２０】
　ここで、圧延スタンド直後の鋼板の平坦度が非常に悪い（大きい）場合、当該圧延スタ
ンドで絞り込みが発生することは従来から知られていた。このような絞り込みは、鋼板品
質はさることながら、高速操業中に発生した場合は鋼板が破断することもあるため、製造
ライン停止等の大きな生産上のロスを伴う。
【００２１】
　今回発明者らは、種々の調査・研究により、図１に示すように、圧延スタンド出側（調
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質圧延後）の鋼板（以下、「出側鋼板」という）の平坦度が一般的な制御範囲内であって
も、絞り込みが発生する場合がある点を見出した。なお、同図において、縦軸は出側鋼板
の平坦度であり、横軸はワークロールベンダーのベンダー力である。
【００２２】
　また、発明者らは、図２に示すように、圧延スタンド入側（調質圧延前）の鋼板（以下
、「入側鋼板」という）の平坦度が、絞り込みの発生に大きく影響することを見出した。
なお、同図において、縦軸は入側鋼板の平坦度であり、横軸は絞り込みの発生有無である
。
【００２３】
　図１および図２の結果は、圧延後の鋼板の平坦度が適切に制御されていたとしても、入
側鋼板の平坦度の影響によって絞り込みが発生する場合があるということを示している。
このような知見をもとに、発明者らは、出側鋼板の平坦度に加えて入側鋼板の平坦度を考
慮することにより、絞り込みの発生を抑制する方法を想到した。
【００２４】
［調質圧延装置および調質圧延方法］
　以下、本発明の実施形態に係る調質圧延装置の構成と、当該調質圧延装置を利用した調
質圧延方法について、図３を参照しながら説明する。本実施形態に係る調質圧延装置は、
圧延機１と、制御装置２と、を備えている。また、圧延機１は、圧延スタンド１１と、入
側平坦度測定装置１２と、出側平坦度測定装置１３と、ブライドルロール１４，１５と、
ペイオフリール１６と、コイラ１７と、を備えている。同図に示した調質圧延装置（調質
圧延ライン）では、搬送方向の上流側から下流側に向かって、ペイオフリール１６、ブラ
イドルロール１４、入側平坦度測定装置１２、圧延スタンド１１、出側平坦度測定装置１
３、ブライドルロール１５、コイラ１７の順に配置されている。
【００２５】
　圧延スタンド１１は、上下一対のバックアップロール１１１ａ，１１１ｂと、上下一対
のワークロール１１２ａ，１１２ｂと、上下一対のワークロールベンダー１１３ａ，１１
３ｂと、を備えている。
【００２６】
　バックアップロール１１１ａ，１１１ｂは、一対のワークロール１１２ａ，１１２ｂを
挟んで対向するように配置されている。上側のバックアップロール１１１ａは、上側のワ
ークロール１１２ａの外周面に上方向から接触し、当該ワークロール１１２ａを下方向に
押圧する。これにより、バックアップロール１１１ａは、鋼板Ｓの圧延に要する荷重をワ
ークロール１１２ａに付与する。また、下側のバックアップロール１１１ｂは、下側のワ
ークロール１１２ｂの外周面に下方向から接触し、当該ワークロール１１２ｂを上方向に
押圧する。これにより、バックアップロール１１１ｂは、鋼板Ｓの圧延に要する荷重をワ
ークロール１１２ｂに付与する。
【００２７】
　ワークロール１１２ａ，１１２ｂは、鋼板Ｓを搬送方向（長手方向）に搬送する搬送経
路を挟んで、鋼板Ｓの板厚方向に対向するように配置されている。ワークロール１１２ａ
，１１２ｂは、搬送経路に沿って順次搬送される鋼板Ｓをその板厚方向において挟み込み
ながら回転（自転）することにより、鋼板Ｓを連続的に圧延（調質圧延）する。
【００２８】
　ワークロールベンダー１１３ａ，１１３ｂは、鋼板Ｓの形状を制御するためのアクチュ
エータである。ワークロールベンダー１１３ａ，１１３ｂは、ワークロール１１２ａ，１
１２ｂのそれぞれに設けられている。ワークロールベンダー１１３ａ，１１３ｂは、具体
的には鋼板Ｓの形状の制御を目的として、鋼板Ｓの板厚方向にワークロール１１２ａ，１
１２ｂをそれぞれ曲げるロール曲げ動作を行う。
【００２９】
　ワークロールベンダー１１３ａ，１１３ｂによってワークロール１１２ａ，１１２ｂに
付与される曲げ力の大きさは、後記する「アクチュエータの設定値」により決定される。
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いて、後記する制御装置２によって制御される。なお、「アクチュエータの設定値」とは
、具体的にはワークロールベンダー１１３ａ，１１３ｂのベンダー力の設定値のことを示
している。
【００３０】
　入側平坦度測定装置１２は、ワークロール１１２ａ，１１２ｂの搬送方向上流側に設け
られている。この入側平坦度測定装置１２は、圧延スタンド１１の入側において、予め圧
延前（調質圧延前）の鋼板Ｓの各長手位置における平坦度を測定する。そして、入側平坦
度測定装置１２は、測定した平坦度と、当該平坦度に対応する鋼板Ｓの位置情報（平坦度
を測定した位置の座標）を、制御装置２に対して出力する。
【００３１】
　出側平坦度測定装置１３は、ワークロール１１２ａ，１１２ｂの搬送方向下流側に設け
られている。この出側平坦度測定装置１３は、圧延スタンド１１の出側において、圧延後
（調質圧延後）の鋼板Ｓの各長手位置における平坦度を測定する。そして、出側平坦度測
定装置１３は、測定した平坦度と、当該平坦度に対応する鋼板Ｓの位置情報（平坦度を測
定した位置の座標）を、制御装置２に対して出力する。
【００３２】
　なお、出側平坦度測定装置１３が平坦度を測定する鋼板Ｓの「各長手位置」は、圧延前
の鋼板Ｓの平坦度をどのタイミングで測定するかによって異なる。例えば前記したように
、調質圧延工程の中で、入側平坦度測定装置１２によって調質圧延前の鋼板Ｓの平坦度を
測定する場合、入側平坦度測定装置１２の「各長手位置」を、出側平坦度測定装置１３の
「各長手位置」とする。一方、後記するように、調質圧延工程の前工程である熱間圧延工
程で調質圧延前の鋼板Ｓの平坦度を測定する場合、鋼板Ｓの全長に対して、調質圧延開始
までに不良等で切り捨てられた分の長さを換算して合わせ込んだ位置を、出側平坦度測定
装置１３の「各長手位置」とする。
【００３３】
　ブライドルロール１４，１５は、鋼板Ｓに対して所定の張力を付与する装置である。ペ
イオフリール１６は、コイル状に巻かれた鋼板Ｓを圧延スタンド１１に向けて払い出して
搬送する装置である。コイラ１７は、圧延後の鋼板Ｓをコイル状に巻き取る装置である。
【００３４】
　制御装置２は、具体的にはパーソナルコンピュータやワークステーション等の汎用の情
報処理装置によって実現されるものであり、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を主要構成
部品としている。制御装置２は、入側平坦度測定装置１２によって測定されたワークロー
ル１１２ａ，１１２ｂの直下の鋼板位置に相当する平坦度に応じて、鋼板Ｓの形状を制御
するアクチュエータ（ワークロールベンダー１１３ａ，１１３ｂ）の設定値を決定する。
なお、前記した「ワークロール１１２ａ，１１２ｂの直下の鋼板位置に相当する平坦度」
は、入側平坦度測定装置１２から入力される平坦度と、当該平坦度に対応する鋼板Ｓの位
置情報に基づいて特定する。
【００３５】
　制御装置２は、具体的には、下記式（１）を満足するように前記アクチュエータの設定
値Ｆを決定する。なお、下記式（１）における係数ｋは、例えば鋼板Ｓの圧下率等に基づ
いて実験的に求めることができる。
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【数３】

【００３６】
　ここで、制御装置２は、入側鋼板の幅方向の最大伸び差率が予め設定された閾値を超え
る場合に限り、上記式（１）を満足するように前記アクチュエータの設定値Ｆを決定して
もよい。
【００３７】
　この場合、制御装置２は、入側平坦度測定装置１２による平坦度測定の結果、絞り込み
の発生率が低いことが想定される場合、すなわち入側鋼板の平坦度が所定の閾値未満であ
る場合、従来と同様に、出側平坦度測定装置１３によるフィードバック制御によってアク
チュエータの設定値Ｆを決定する。すなわち、制御装置２は、下記式（２）に従ってアク
チュエータの設定値Ｆを決定する。

【数４】

【００３８】
　一方、入側平坦度測定装置１２による平坦度測定の結果、絞り込みの発生率が高いこと
が想定される場合、すなわち入側鋼板の平坦度が所定の閾値を超える場合、制御装置２は
、上記式（１）に示すように、出側平坦度測定装置１３によるフィードバック制御の値に
対して、入側平坦度測定装置１２によって測定された平坦度（最大伸び差率）によって決
定される補正値（Δεｍａｘ）を加えてアクチュエータの設定値Ｆを算出する。これによ
り、絞り込みの発生を回避する。
【００３９】
　ここで、制御装置２がアクチュエータの設定値Ｆを決定する際の閾値は、例えば図２の
結果に基づいて、２５０［Ｉ－ｕｎｉｔ］に設定することができる。
【００４０】
［鋼板の製造方法］
　本発明は、例えば熱間圧延後の鋼板Ｓに対して、前記した実施形態に係る調質圧延方法
によって調質圧延を行うことにより、鋼板Ｓの製造方法として実施することも可能である
。
【００４１】
　以上説明したような本実施形態に係る調質圧延方法、調質圧延装置および鋼板Ｓの製造
方法によれば、圧延前の鋼板Ｓの平坦度に応じて、鋼板Ｓの形状を制御するアクチュエー
タの設定値（ワークロールベンダー１１３ａ，１１３ｂのベンダー力の設定値）を決定す
ることにより、圧延前の鋼板Ｓの平坦度が悪い場合であっても、絞り込みの発生を抑制す
ることができる。
【実施例】
【００４２】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。本実施例では、図１と同様に、
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一つの圧延スタンドを備える調質圧延装置を用いて、出側平坦度に基づくフィードバック
制御（ＦＢ制御）のみを行った比較例１，２と、出側平坦度に基づくフィードバック制御
および入側平坦度に基づくフィードフォワード制御（ＦＦ制御）を行った発明例とで、絞
り込みの有無を比較した。発明例および比較例１，２では、厚み１．２ｍｍ、幅１２５０
ｍｍの鋼板を用い、入側の張力を１．６ｔｏｎｆに、出側の張力を７．６ｔｏｎｆに設定
した。
【００４３】
　また、発明例では、入側鋼板の平坦度は前工程（例えば熱間圧延工程）で予め測定して
おき、圧延位置におけるベンダー力を、入側鋼板の幅方向の最大伸び差率に従って変化さ
せながら圧延を行った。そして、圧延の際は、入側鋼板の幅方向の最大伸び差率が２５０
［Ｉ－ｕｎｉｔ］を超える場合、係数ｋ＝０．１に設定し、上記式（１）に従ってベンダ
ー力を変化させて制御を行った。一方、比較例１，２では、通常のベンダー力の条件で入
側平坦度の悪い鋼板を通した条件を引用した。発明例および比較例１，２の調質圧延の条
件および絞り込みの判定結果を表１に示す。
【００４４】
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【表１】

 
【００４５】
　表１において、入側平坦度および出側平坦度は、鋼板において幅方向の最大伸び差率が
最も大きな点を評価した。また、出側平坦度判定は、最大伸び差率が３５を超える場合を
×とし、超えない場合を○とした。また、絞り込み判定は、絞り込みが発生したものを×
とし、絞り込みが発生しなかったものを○とした。
【００４６】
　比較例１のように、入側鋼板の最大伸び差率が小さい（２５０未満）場合、絞り込みは
発生しなかった。一方、比較例２のように、入側鋼板の最大伸び差率が大きい（２５０以
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上）場合、入側鋼板の大きな箇所で絞り込みが発生し、当該比較例２に係る鋼板はスクラ
ップとなった。
【００４７】
　それに対して、発明例では、入側鋼板の最大伸び差率が大きい（２５０以上）ものの、
出側平坦度に基づくフィードバック制御と入側平坦度に基づくフィードフォワード制御と
を併用することにより、絞り込みを回避し、平坦度を良好に保つことができた。これによ
り、本発明の有効性が証明された。
【００４８】
　以上、本発明に係る調質圧延方法、調質圧延装置および鋼板の製造方法について、発明
を実施するための形態および実施例により具体的に説明したが、本発明の趣旨はこれらの
記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて広く解釈されなければ
ならない。また、これらの記載に基づいて種々変更、改変等したものも本発明の趣旨に含
まれることはいうまでもない。
【００４９】
　例えば、上記式（１）で用いる入側鋼板の平坦度（最大伸び率）は、調質圧延装置（調
質圧延ライン）内に設置した入側平坦度測定装置１２で測定したものを用いることが最も
望ましいが、調質圧延工程の前工程で測定した値を用いてもよい。例えば調質圧延工程の
前工程が熱間圧延工程である場合、当該熱間圧延工程において、熱間圧延後にレーザ距離
計で鋼板の波高さを測定し、その後の調質圧延工程で入側鋼板の平坦度として用いてもよ
い。この場合、調質圧延装置に入側平坦度測定装置１２を設ける必要がなくなるため、装
置構成を簡易化することができ、コストを低減することができる。
【符号の説明】
【００５０】
　１　圧延機
　１１　圧延スタンド
　１１１ａ，１１１ｂ　バックアップロール
　１１２ａ，１１２ｂ　ワークロール
　１１３ａ，１１３ｂ　ワークロールベンダー（アクチュエータ）
　１２　入側平坦度測定装置
　１３　出側平坦度測定装置
　１４，１５　ブライドルロール
　１６　ペイオフリール
　１７　コイラ
　２　制御装置
　Ｓ　鋼板
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【図３】
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